
札幌市

特別徴収への切替依頼
オンライン申請マニュアル



事前準備

下記の2点をお手元にご用意ください。

・給与所得等に係る市民税・道民税
特別徴収税額の決定・変更通知書

指定番号の確認のために使用します。

札幌市で特別徴収の手続きを行うのが初めての場合は、
無くても申請できます。

１(はじめに)

・市民税・道民税納税通知書

納税通知書が届いていない場合も申請はできますが、
手続きに日数を要する場合や、手続きができない場
合があります。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



トップページ

１(はじめに)

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

トップページでは、アカウントに登録・ログインし

て申請するかメールで申請するかを選択してください。

Grafferアカウントで申請することで一時保存や申請
履歴の確認ができるようになります。また、次回以降
は前回の申請履歴をもとに新規申請することができま
す。

上書き入力により作業が軽減されますので、年度内
で複数回申請する場合は、アカウント登録を是非ご検
討ください。



アカウントにログインする場合

メールアドレスとパスワードをご登録ください。

Gmail や LINE のアカウントをお持ちの方は、

それらを使ってログインいただくことが可能です。

アカウント登録

２(ログイン)

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

トップページのような画面が再度表示

されたら、利用規約に同意して、下の

「申請に進む」を選択して先にお進み

ください。



アカウント登録しない場合

メールアドレスを入力し、確認メールを送信してくだ

さい。「noreply@mail.graffer.jp」より届くメールの

URLにアクセスし、メールアドレスの確認を完了させ

てください。

確認メールの送信

トップページのような画面が再度表示

されたら、利用規約に同意して、下の

「申請に進む」を選択して先にお進み

ください。

２(ログイン)

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



申請に必要な情報を入力する

申請者の情報

申請者の種別（個人・法人・団体）を選んでくださ

い。

３(入力)

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



申請に必要な情報を入力する

特別徴収義務者の情報

表示される案内に従い、特別徴収義務者の情報を入

力してください。

３(入力)

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



申請に必要な情報を入力する

特別徴収に切り替える方の情報

表示される案内に従い、特別徴収に切り替える方の

情報を入力してください。

３(入力)

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



申請に必要な情報を入力する

特別徴収の開始月など（納税通知書を預かって
いる場合）

表示される案内に従い入力を行うと、特別徴収する

毎月の税額の概算額が表示されます。

表示される金額は概算額であり、実際の税額と異な

る場合があります。

その場合は、依頼日から６営業日以内に電話連絡い

たします。

３(入力)

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



申請に必要な情報を入力する

特別徴収の開始月など（納税通知書を預かって
いない場合）

表示されている内容をご確認いただき、チェックを

付けて次へ進んでください。

３(入力)

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



申請に必要な情報を入力する

給与担当者の連絡先

表示される案内に従い、給与担当者の連絡先を入力

してください。

３(入力)

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。



入力した申請内容の確認

申請内容の確認

４(さいごに)

申請前に、入力した内容が正しいかご確認くださ

い。

申請して完了

申請が完了したら、メールでお知らせします。

後日、事業者あてに「給与所得等に係る市民税・

道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」をお

送りし、変更後の税額を通知します。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

（入力内容が表示されます）

（入力内容が表示されます）

（入力内容が表示されます）

（入力内容が表示されます）

（入力内容が表示されます）



以前に行った申請内容の確認

申請内容の確認

４(さいごに)

申請完了メールに記載されたURLからご確認いた

だけます。

申請内容を選択すると詳細を確認できます。

なお、Grafferアカウントで申請した場合は、この

画面から前回申請内容の上書きによる新規申請が

できます。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。


